
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� ソフトウェアの有姿除却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：ソフトウェアで使わないものがありま

すが、損金に算入することはできますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：一定の場合は損金に算入することが認

められます。 

【解説】  

ソフトウェアは、複写販売用原本は３年、

その他のものは５年で減価償却をするのが原

則ですが、ソフトウェアについて物理的な除

却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次の

ようにそのソフトウェアを今後事業の用に供

しないことが明らかな事実があるときは、そ

のソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額が

ある場合には、これを控除した残額)をその事

実が生じた日の属する事業年度の損金の額に

算入することができるとされています。 

 ①自社利用のソフトウェアについて、そのソ

フトウェアによるデータ処理の対象となる

業務が廃止され、そのソフトウェアを利用

しなくなったことが明らかな場合、又はハ

ードウェアやオペレーティングシステムの

変更等によって他のソフトウェアを利用す

ることになり、従来のソフトウェアを利用

しなくなったことが明らかな場合 

 ②複写して販売するための原本となるソフト

ウェアについて、新製品の出現、バージョン

アップ等により、今後、販売を行わないこと

が社内稟議書、販売流通業者への通知文書

等で明らかな場合 
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